
 

計画相談支援事業について 

 

障害者総合支援法及び児童福祉法の改正により、平成２７年４月から、障害福祉サービ

ス等を利用するすべての障害児者について、サービスの支給申請を行う際には「サービス

等利用計画案（障害児支援利用計画案）」の提出が必要となっております。 

 また、計画相談支援の実施に当たっては、指定特定相談支援事業所を中心としたサービ

ス担当者会議やモニタリング等を行ううえで、サービス事業所・施設も含めた関係機関の

連携が重要となります。 

事業者の皆様におかれましては、サービスを希望される方が障害福祉サービスを円滑に

利用できるよう、本市の計画相談支援の実施に御理解、御協力いただきますようよろしく

お願いいたします。 

 

参考 千葉市の計画相談支援事業について 

１ サービス等利用計画 作成状況 

（平成２７年１２月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 千葉市相談支援事業所数の推移 

 

 

 

 

 

障害福祉サービ
ス等受給者数

（人）
達成率

a b セルフプラン 代替プラン b/a

全国 878,308 787,655 133,001 8,480 89.7%

千葉県 31,036 27,903 5,207 8 89.9%

千葉市 5,004 4,007 747 0 80.1%

計画作成済み人数（人）
計画相談支援

障害児通所支援
受給者数（人）

達成率

c d セルフプラン 代替プラン d/c

全国 234,260 215,428 59,430 2,852 92.0%

千葉県 9,644 8,937 3,247 4 92.7%

千葉市 1,610 1,469 248 0 91.2%

計画作成済み人数（人）
障害児相談支援

事業所数 平成２５年３月末 平成２６年３月末 平成２７年３月末 平成２７年12月末

特定相談支援 29 37 44 49

障害児相談支援 15 20 25 31

資料 10-1（共通） 平成２８年３月１７日（木） 

障害福祉サービス等に係る事業者説明会 

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課 

   


